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この「神奈川区制100周年記念ロゴマーク使用ガイドライン」では、神奈川区制100周
年記念ロゴマーク使用取扱要綱（以下、「要綱」という。）に基づき、ロゴマークの基本的
な使用ルールを示しています。

■ ロゴマークの使用目的
ロゴマークを使用することで、神奈川区制100周年

を区民と共に祝い、盛り上げることを目的とします。

■ コンセプト紹介
コンセプトは『歴史と風土』です。
「100」の数字に波（海）と土地（緑・丘）が融合し、神奈川区の社寺をイメージしたイ

ラストを配置することで、歴史と自然が調和する神奈川区らしさを表現しています。
100周年という節目にふさわしい華やかさを意識したデザインとしました。

ロゴマークについて

ロゴマークの使用手続きについて

ロゴマークの使用にあたっては、要綱を確認の上、使用開始の２週間前までに届出が
必要です。詳しくは、神奈川区ホームページをご覧ください。
使用にあたって、ご不明な点・ご質問等がありましたら、神奈川区区政推進課までお問

合せください。

■ 神奈川区ホームぺージ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/shokai/kanagawa100/lo
goshiyou.html

■ 問合せ先
神奈川区総務部区政推進課
電話 ： 045-411-7021 ファクス ： 045-314-8890
メールアドレス ： kg-100th-promotion@city.yokohama.lg.jp
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ロゴマークの種類

⑴ フルカラー ⑵ モノクロ

基本となるフルカラーのロゴマークです。 白黒２色のロゴマークです。
モノクロ原稿やシルクスクリーン印刷等に
使用します。

使用上の注意

1. 縦横比の変更はしないこと。

2. 配色の変更はしないこと。 ※カラーチャートは3ぺージを参照。
ただし、フルカラーのロゴマークを白黒印刷やコピーで使用する場合は、グレース
ケールの配色で使用できるものとする。

3. ロゴマーク又は文字の一部のみの使用や、ロゴマークの変形、他の図形や文字と重
ねて使用しないこと。

4. ロゴマークに吹き出し、効果線、効果色といった装飾を新たに施して使用しないこ
と。

5. 利用サイズは直径25mm以上を推奨。
ただし、名刺等、最小サイズを満たした使用が困難な媒体に用いる場合は、最低限
の視認性を確保した上で、最小サイズ以下で使用することができる。
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